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独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する 

勧告の方向性について 

 

今般、当委員会は、貴省所管の独立行政法人（独立行政法人郵便貯金・

簡易生命保険管理機構）の主要な事務及び事業の改廃に関して勧告の方向

性を別紙のとおり取りまとめました。 

今後、貴省におかれては、本年の予算編成過程において、この勧告の方

向性の趣旨が最大限いかされるよう見直しを進めていただき、最終的な見

直し内容を決定した際には、当委員会に通知していただくようお願いいた

します。 

なお、この勧告の方向性は、現行の独立行政法人制度を前提としていま

す。行政刷新会議において検討している独立行政法人の組織・制度の見直

しの結論が出された場合には、勧告の方向性の趣旨をいかしつつ、当該見

直しに対応していただくようお願いします。 

当委員会としては、今後、当該法人の新中期目標・新中期計画の策定等

に向けた貴省、当該法人及び貴省独立行政法人評価委員会の取組を注視し、

必要な場合には、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）に基づく

勧告を行うこととしております。引き続き、当委員会の審議に御協力いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 



                                 別紙 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の主要な事務及び 

事業の改廃に関する勧告の方向性 

 

 

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構（以下「郵貯・簡保機構」という。）の主

要な事務及び事業については、独立行政法人として真に担うべきものに特化し、業務運営

の効率性、自律性及び質の向上を図る観点から、以下の方向で見直しを行うものとする。 

 なお、「独立行政法人の事務･事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）

に基づく取組については、引き続き着実に実施するものとする。 

 また、独立行政法人の的確な評価のためには、目標が明瞭性・客観性を備えていること

が不可欠であり、中期目標の策定に当たっては、達成すべき内容や水準等を可能な限り具

体的かつ定量的に示すとともに、定性的な目標とせざるを得ない場合であっても、目標の

到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努めるものとする。 

 なお、この勧告の方向性は、現行制度が維持される場合を前提としたものであり、今後、

郵政改革法案(内閣提出、第176回国会閣法第１号)が成立した場合における、「政府は、こ

の法律の施行後三年を目途として、機構が日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生

命保険に係る債務の減少の状況その他の状況を勘案し、機構の解散について検討を加え、

その結果に基づいて所要の法制上の措置その他の措置を講ずるものとする」ことを前提と

したものではない。 

 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 実地監査業務の見直し 

郵貯・簡保機構の承継した郵便貯金及び簡易生命保険を取り扱う事業所に対して、

郵貯・簡保機構が実地監査を網羅的に行うことは実態上難しい状況を踏まえ、監査業

務を効果的かつ効率的に実施するため、業務委託先及び再委託先の内部統制機能を活

用して、各組織で実施する内部監査の結果の利用を進めるなど、監査業務の充実を図

るものとする。 

また、監査業務の実施に当たっては、効率的な実施に留意し、全体の経費の増大を

招かないものとする。 



２ 広報活動の見直し 

   郵便貯金及び簡易生命保険の早期受取を勧奨するための広報活動については、ウェ

ブによる認知度のアンケート調査により効果を検証しているが、ウェブを利用できな

い環境にある者も考慮し、実際に窓口において権利行使をした者に対する実態調査な

どにより費用対効果を十分検証し、より効果的かつ効率的な広報を実施するものとす

る。 

   また、広報活動の実施に当たっては、効率的な実施に留意し、全体の経費の増大を

招かないものとする。 

 

第２ 業務実施体制の見直し 

郵貯・簡保機構の承継した郵便貯金残高及び簡易生命保険契約件数が、郵貯・簡保機

構設立当初に比べて年々減少し、今後も更なる減少が見込まれていること、国際ボラン

ティア貯金寄附金配分事業が次期中期目標期間中に配分を完了することが見込まれてい

ることを踏まえ、適切かつ効率的に業務を実施するため、業務量に応じて組織・人員の

合理化を図り、計画的に人件費の削減を進めるものとする。 

 また、その際、部の統合についても検討するものとする。 

 

第３ 積立金の処理に関する見直し 

郵貯・簡保機構の積立金については、郵便貯金の権利消滅金及び簡易生命保険の時効

完成益が大宗を占め、平成22年度の当期純利益と積立金の合計額は、郵便貯金勘定で約

295億円、簡易生命保険勘定で約311億円となっている。 

当該積立金は郵貯・簡保機構の経営努力により生じたものではなく、その大宗は、預

金者や契約者に払い戻すべき債務から生じた郵便貯金の権利消滅金及び簡易生命保険の

時効完成益であり、全ての額が郵貯・簡保機構が将来に渡り業務を確実に実施する上で

必要な資金であるとまでは認め難いことから、積立金については、郵貯・簡保機構の解

散、新組織への権利義務承継の動向にも留意し、国の財政事情も踏まえつつ国庫納付の

在り方について検討するものとする。 

また、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号)第

25条の規定に基づく積立金の処分に当たっては、郵貯・簡保機構設立後最初の処分であ

ることから、次期中期目標期間における積立金として整理する金額を厳格に算出するも



のとする。 

 

第４ 業務全般に関する見直し 

上記第１から第３に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独立行

政法人における内部統制と評価に関する研究会」が昨年３月に公表した報告書（「独立行

政法人における内部統制と評価について」）、及び総務省政策評価・独立行政法人評価委

員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の意見として各府省独立行政

法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとする。 


